
【令和８年度東近江市小規模事業者既存店舗リノベーション支援事業補助金】 

市内の小規模事業者の店舗改修費の一部を補助します！ 

 

○事業内容 

小規模事業者が、市内の経済団体が行う経営発達支援計画による支援を受けて作成した経営計画に基

づき取り組む事業のうち、店舗の改修等に係る部分について工事費用の一部を補助します。 

○補助内容 

 補助率：工事費用の２分の１（上限50万円）※50万円以上の工事に限る。 

○補助対象者  ※次のいずれにも該当する者 

(1) 既存店舗の改修等の費用を負担する者 

(2) 小規模事業者であること。（卸売業、小売業又はサービス業を営む小規模事業者） 

(3) 商工会議所又は商工会の会員であること。 

(4) 商工会議所又は商工会が小規模事業者経営発達支援計画に基づいて行う支援を受け事業を実施し

ていること。 

(5) 補助金交付申請書の申請内容に基づき、店舗として３年以上活用する予定があること。 

(6) 市税等の滞納がない者 

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条に規定する暴力

団又は暴力団員でない者であること。法人の場合は、役員及び社員が暴力団員でないこと。 

(8) 市内で２年以上の営業実績があること。 

○補助対象工事 

(1) 既存店舗の改修又は増改築及び附帯施設の工事（新築工事及び購入してきた備品や家電製品等の

簡易な取付等が主となるものは対象としない。） 

(2) 市内工事業者と契約して行う50万円以上（消費税を含む。）の経費を要するものであること。 

(3) 併用住宅の店舗改修等工事をするときは、改修後の非住居部分に関するものであること。 

(4) 補助金の交付申請の日の属する年度内に着手し、当該年度の３月末日までに完了し、実績報告を

行えるものであること。 

(5) 補助を受けようとする店舗改修等工事について、国、県又は市の他の制度による補助金等を受け

ていないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【裏面を御覧ください】 

■補助対象となる工事               

◎店舗の安全性、耐久性、営業収益等を向上させ

るための改修工事 

 

（例） 

・増改築工事 

・内装工事 

・外装工事 

・給排水設備工事 

・空調設備工事 

・電気、ガス等の設備工事 

 

■補助対象とならない工事              

 

・新築工事 

・備品の購入費用や購入してきた家電製品等 

の簡易な取付に係る費用 

・土地の購入費、倉庫又は物置の設置費、仮

店舗や仮設に関する費用、工事用機械・用

具の購入費、領収書等で使途の明確にでき

ない費用 

・店舗周辺の外構工事 

（※バリアフリー化等は対象とします。） 



【申込みの流れ】  

※受付期間：令和８年５月１日(金)～６月30日(火) 

① 交付申請書類の提出   ※商工労政課窓口へ提出してください。 

【提出書類】   

□小規模事業者既存店舗リノベーション支援事業補助金交付申請書（様式第１号） 

□事業概要説明書（様式第２号）      □既存建築物の建築確認済証 

□経営発達支援計画による支援を受けて作成した経営計画書 

□個人情報の同意書（様式第３号）     □誓約書（様式第４号） 

□既存店舗の改修等に係る図面及び見積書  □既存店舗の位置図及び工事箇所の現況写真 

□商工会議所又は商工会の意見調書     □直近の決算書２期分（個人の場合は確定申告書） 

□既存店舗の賃貸契約書又は建物登記簿の写し 

□既存建築物に係る建築基準法・都市計画法適合状況報告書 

  □都市計画法の適合性を証する書類 

  （市街化調整区域で都市計画法の手続きを要する場合のみ）    

 □市税等を滞納していないことの証明書   □その他市長が必要を認める書類 

  （法人の場合は法人及び代表者個人の分） 

 ②書類確認・ヒアリング・現場確認・総合審査  

③交付可否の決定  ※受付期間終了後、交付可否を決定します。 

 ④工事着工 ※必ず交付決定後に着工してください。 

⑤工事完了、支払完了、実績報告書類の提出（３月末日までに） 

【提出書類】 

□小規模事業者既存店舗リノベーション支援事業補助金実績報告書（様式第９号） 

  □店舗改修等工事に係る請求書  □店舗改修等工事に係る領収書 

  □工事完了後の写真        

  □改修工事に係る建築確認済証、検査済証（建築確認申請が必要な工事であった場合のみ） 

  □その他市長が必要と認める書類 

⑥額の確定後、交付請求書類の提出 

  提出書類 

  □小規模事業者既存店舗リノベーション支援事業補助金交付請求書（様式第11号） 

  □口座振込依頼書   □指定口座の通帳等の写し 

⑦補助金の交付 

【申込・問合せ先】 

東近江市商工観光部商工労政課  TEL:0748-24-5565  IP:050-5802-9540 

tel:0748-24-5565

